
第２６回 役員会 議事要旨 

 

 

日 時   平成１８年１月２４日(火) １１：２０～１１：５５ 

場 所   学長室 

 

 

議  題１．国立大学法人鹿児島大学における構成員の活動状況等の点検・評価実施要項等について（資料１） 

議  題２．授業公開の実施について（資料２） 

議  題３．教員の人事関係事項について（資料３） 

報告事項１．月次決算について（１０月分）（資料４） 

報告事項２．知的財産活用シンポジウムの開催について 

報告事項３．高隈演習林敷地の売り払い面積の変更について 

報告事項４．平成１８年３月卒業・修了予定者の進路状況について 

報告事項５．鹿児島大学合同企業セミナーの開催について 

報告事項６．鹿児島大学留学生後援会奨学金要項について 

その他 

 

［出席委員］７名 
    永田 
  矢野、種村、竹田、鉾之原、原、山下 
                                               
 [欠席委員]  なし 

 
[オブザーバー] 

大囿 
 

［事務局］ 
（部長）川﨑、太田、金子、佐藤 
（課長）石田、安倍、村尾、飯干、那須 
 

 

議  題１．国立大学法人鹿児島大学における構成員の活動状況等の点検・評価実施要項等について（資料１） 

学長から、国立大学法人鹿児島大学における構成員の活動状況等の点検・評価実施要項等について

審議願いたい旨諮られ、審議の結果、原案のとおり了承された。 
 

議  題２．授業公開の実施について（資料２） 

学長から、授業公開の実施について審議願いたい旨諮られ、審議の結果、原案のとおり了承された。 
 

報告事項１．月次決算について（１０月分）（資料４） 

財務部長から、月次決算について（１０月分）について、資料により報告があった。 

 

他の報告事項については、総務課長から以下の事項について一括して報告があった。 

・知的財産活用シンポジウムの開催について 

・高隈演習林敷地の売り払い面積の変更について 

・平成１８年３月卒業・修了予定者の進路状況について 

・鹿児島大学合同企業セミナーの開催について 

・鹿児島大学留学生後援会奨学金要項について 



 1

 

議  題３．教員の人事関係事項について（資料３） 

本件については、議題の性質上、会議の最後に、関係者のみで審議を行った。 

学長から、２件の教員の不祥事事案について、国立大学法人鹿児島大学教員の審査に関する規則第

２条に基づき平成１７年１２月１２日開催の第２４回教育研究評議会（臨時）で承認された審査説明

書が両当事者に交付され、それに対し１２月２７日開催の第２６回教育研究評議会（臨時）での審

議をもとに両件とも陳述書が提出されたが、これについて平成１８年１月２３日開催の第２８回

教育研究評議会（臨時）で審議した結果、両件とも審査説明書の内容に、変更すべき点は認められ

なかった旨説明があった。 

引き続き、国立大学法人鹿児島大学職員懲戒規則第３条第１項、第３項第１号及び同規則第４条第

１項に基づき、懲戒処分書（案）及び処分説明書（案）について審議の結果、原案のとおり了承され、

両名とも、国立大学法人鹿児島大学職員就業規則第５２条第１項第５号、第６号及び第８号により懲

戒処分とすることとし、その懲戒については、同規則第５１条第１項第１号により懲戒解雇とするこ

ととなった。 

 

 

次回の役員会は、平成１８年２月２１日（火）１０：３０からとなった。 

 

 

配布資料 

資料１．国立大学法人鹿児島大学における構成員の活動状況等の点検・評価実施要項(案) 他 

資料２．鹿児島大学「授業公開」実施要項(案) 

資料３．懲戒処分書(案) 他 （終了後回収済み） 

資料４．貸借対照表 他 

 


